
令和８年度野生鳥獣対策検討業務
公募型プロポーザル実施要領

１　委託業務名　　令和８年度野生鳥獣対策検討業務

２　業務の目的　　
[bookmark: _Hlk131003643][bookmark: _Hlk192504652][bookmark: _Hlk130230271]各府県では第二種特定鳥獣管理計画をもとに鳥獣対策を講じているところであるが、予算や人手などのリソースに限りがある中で府県職員は対策を講じることが求められており、効果的効率的な運用が必要であるが、そのための知見等（対策実施区域のゾーニングや被害状況等のモニタリング項目の設定の考え方等）は十分に整理されていない。令和７年度業務では、府県アンケートや検討会議により抽出された課題等を踏まえて有識者ヒアリング等を実施し、効果的効率的な運用に向けた「第二種特定鳥獣管理計画作成のためのガイドライン」を作成した。一方で、高齢化や過疎化などの社会的問題が進行した将来における野生鳥獣対策に関して、十分な議論ができていないという課題が残った。
また、主要な鳥獣被害対策事業の一つである有害鳥獣捕獲事業については、その実施体制に課題が山積し、期待どおりの成果やその実感が得られていないことが指摘されている。これらの課題を解決するためには、事業主体である行政が、捕獲従事者を統括する必要があり、そのために「法令順守」や「安全管理」そして「捕獲による被害軽減」等の観点から、確認すべき事項や手法、その手順等の具体化が不可欠となる。令和７年度業務では、人材育成等に関する検討会を実施し、課題の整理とともに解決に向けた被害防止計画改善のためのガイドライン作成にも着手した。
[bookmark: _Hlk192504759]上記の成果や実績を踏まえて、本業務では、検討会議等を通して、課題解決に向け、ガイドラインの作成等を行う。また、全国的にクマ対策が注目されるなかで、構成府県市から対策を行う上での課題が報告されているため、課題を整理し、対策を講じていく。

３　業務内容および実施区域等
別添「令和８年度野生鳥獣対策検討業務　業務説明書」のとおり。

４　契約の期間
契約締結の日から令和９年３月２３日まで

５　参加する者に必要な資格
以下の全ての要件を満たしていること。
（１）地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の４の規定に該当する者でないこと。
（２）関西広域連合の構成団体（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、徳島県、大阪市、堺市、京都市および神戸市。以下「構成団体」という。）から入札参加資格停止の措置を受けていない者であること。
（３）構成団体の地方税、消費税および地方消費税を滞納していないこと。
（４）次のいずれにも該当しないこと。
　　　ア　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）
　　　イ　法第2条第6号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）
　　　ウ　暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者
　　　エ　役員等（公募型プロポーザルに参加する者の代表者もしくは役員またはこれらの者から関西広域連合との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。）に暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者がいる法人
　　　オ　入札に参加する個人から関西広域連合との取引上の一切の権限を委任された代理人が暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者である場合における当該個人
　　カ　暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者がその経営に実質的に関与している個人または法人
（５）過去5年間（遡った年度の４月１日以降）に、ニホンジカ等に関する調査業務（公告日の前日までに業務が完了したものに限る。）を完成した実績を有すること。
[bookmark: _Hlk192505141]（６）（５）のほか、環境省の鳥獣プロデータバンク（鳥獣保護管理プランナー・捕獲コーディネーター・調査コーディネーター）、農林水産省の農作物野生鳥獣被害対策アドバイザー、または技術士（環境部門：自然環境保全）などの登録・資格をもつ者、またはこれに準じる能力を有すると認められる者を業務仕様書に記載する業務に従事させることができる者であること。 

６　説明会
　　説明会は、行わない。

７　担当部署
　　〒520-8577　大津市京町四丁目１番１号
　　関西広域連合広域環境保全局
（滋賀県琵琶湖環境部生物多様性保全課内）　
　　TEL：077-528-3489　FAX：077-528-4846　E-mail：dg0001@pref.shiga.lg.jp

８　提案書および経費見積価格書の提出方法、提出先ならびに提出期限
（１）提案書（別紙様式A～E）、誓約書
提出方法：持参または郵送(記録が残る簡易書留等)によること。
提出先：　７に同じ。
提出期限：令和８年４月２７日（月）　17時00分必着
提出部数：２部（正本１部、副本１部）
（２）経費見積価格書
　　　　(1)に同じ。ただし、1部

９　予定価格
　　　7,497,600円（消費税および地方消費税を含む。）

10　公募型プロポーザルに係る質問
本プロポーザルに係る質問については、令和８年４月16日（木）12時00分までに書面（任意様式、メール可）により担当あて提出すること。
回答については、４月20日（月）17時00分を目途に質問者へ電子メールまたはＦＡＸで回答するとともに、ホームページに質問および回答の内容を掲載する。(https://www.kouiki-kansai.jp/koikirengo/jisijimu/kankyohozen/shizenkyouseigatasyakai/7641.html ）

11　選出方法
以下に定めるところにより開催する審査会において、提出された提案書を基にその内容を総合的に審査する。

（１）審査員　本プロポーザルにおける審査会の審査員は以下の４名とする。
　広域環境保全局長　
　広域環境保全局環境政策課長　
　広域環境保全局循環社会推進課長
　広域環境保全局生物多様性保全課長

（２）審査方法
提出された提案書に対する審査は、別添に示す審査基準により、各審査員がその内容を採点することにより実施する。

（３）（２）により最も高い得点を獲得した者を契約候補者として選定する。

（４）（３）により選定された者と関西広域連合は、契約締結に向けて、提案の細目について協議を行う。協議に際しては、関西広域連合は提案に対し修正を求めることができることとし、選定者はこの求めに対して協議に応じなければならない。
なお、協議が不調の場合は、（２）により順位づけられた上位の者から順に、契約候補者として契約締結に向けた交渉をおこなう。

（５）企画提案の採否（審査結果）は、提案書提出者全員に文書にて通知する。

１２　契約の締結
契約候補者から見積書を徴取し、予定価格の制限の範囲内であることを確認し、契約を締結する。

１３　その他留意事項
（１）手続きにおいて使用する言語および通貨は、日本語および日本国通貨とする。
（２）提案書等の作成、提出およびヒアリング等に関する費用は、提出者の負担とする。
（３）提出された提案書等は返却しない。
（４）本業務の受託者は、業務の円滑な進捗を図るために十分な経験を有する管理技術者を配するものとし、管理技術者は業務の全般にわたり技術的管理を行うものとする。
（５）受託者は、本業務の全部を第三者に再委託してはならない。ただし、書面により委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
（６）本業務を実施するにあたっては、必要な関係法令を遵守するものとする。
（７）本業務の遂行上知り得た事項を他人に漏らしてはならない。ただし、監督職員の承諾を得た場合は、この限りではない。
（８）受託者は、委託者より業務途中の報告を求められた場合は、すみやかに監督職員に報告を行うものとする。
（９）本業務を遂行する上で、疑義が生じた場合は、速やかに監督職員と協議するものとする。


別添　審査基準

１．審査の流れ
（１）要件審査
　　書類の不備、提案条件等未達成の場合は、失格とする。
（２）審査
　　要件審査を通過した応募書類をもとに、「２．審査項目および配点」に基づき、審査員が提案内容について審査を行う。
	【採点基準】
	５点満点
	１０点満点
	１５点満点
	２０点満点

	Ａ（十分満足できる）
	５点
	１０点
	１５点
	２０点

	Ｂ（満足できる）
	４点
	８点
	１２点
	１６点

	Ｃ（普通）
	３点
	６点
	９点
	１２点

	Ｄ（劣る）
	２点
	４点
	６点
	８点

	Ｅ（かなり劣る）
	１点
	２点
	３点
	４点

	Ｆ（不足である）
	０点
	０点
	０点
	０点



　
２．審査項目および配点
	[bookmark: _Hlk162017408]提案書作成項目
	審査項目
	審査基準
	配点
	採点

	１

	業務に対する理
解度（様式Ａ）
	当該業務に対する理解度
	当該業務の内容を正しく理解しているか、本業務を実施するための基本的な考え方や課題等を整理し、要点を把握しているか評価する。

	
20点
	

	２

	業務実施方法等
の提案（様式B）

















	業務内容（１）
将来構想検討会議の開催
	都道府県職員が抱える課題を把握しているか、検討会議の内容が課題に対して適切であるか評価する。
また、専門家検討会のメンバーやモデル集落の設定および検討事項が課題に対して適切であるか評価する。
	
15点
	

	
	
	業務内容（２）
有害鳥獣捕獲体制検討会の開催
	市町村職員が抱える課題を把握しているか、主な検討議題がその課題に対して適切であるか評価する。
	
15点
	

	
	
	業務内容（３）
クマ対策の支援
	クマ対策の支援について、構成府県市が抱える課題に対して適切な内容になっているか、一定の効果が期待できるか、実現可能な内容となっているか評価する。
	
15点
	

	３

	　　業務実施フロー
（様式Ｃ）
	業務遂行の確実性
	業務が計画通り遂行されるかどうか評価する。

	5点
	

	４
	実施体制
（様式Ｄ）
	実施責任者の経験等

	予定配置技術者について、業務経験等の内容等を評価する。
	5点
	

	
	
	手持ち業務量

	手持ち業務量を評価する。（10件以上0点、8件以上1点、6件以上2点、4件以上3点、2件以上4点、2件未満5点）
	 5点
	

	５
	業務実績
（様式Ｅ）
	過去５年かにおけるシカ等の調査実績

	調査実績を評価する。
（7件以上10点、6件8点、5件6点、4件4点、3件2点、2件以下0点）
	10点
	

	６
	見積価格
（経費内訳書）
	経費節減を意識した内容・金額となっているか。
	予定価格と比較し、評価する。
（80%未満10点、80%以上85%未満８点、85%以上90%未満６点、90%以上95%未満４点、95%以上同額以下２点）
	10点
	

	合　　計
	100点
	


・合計点が６０点に満たない場合は、委託先として不適格とする。

